
労災課

[労災補償に係る業務全般][労働保険の加入
手続き、保険料の申告・納付]
労災保険給付、各種労災年金の定期報告の受付、石

綿救済法に係る業務など

安全衛生課

[安全衛生に係る業務全般]
足場・建設工事の計画届の受付・審査、ボイラー、ク

レーン等特定機械の検査、労働者死傷病報告・各種健

康診断結果報告等安全衛生に係る報告受付など
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[労働基準に係る業務全般]
労働基準法・労働安全衛生法等に基づく監督指導、36
協定・就業規則等労働基準法関係各種報告・届出の

受付、監督関係の許・認可事務、労働相談など

窓口（部門名） 業務内容

総合労働

相談コーナー

解雇、配置転換、雇止め、労働条件の不利益変更等

の労働条件、その他労働問題(募集・採用、退職勧奨、
自己都合退職、いじめ・嫌がらせ等)に係る各種相談

ＪＲ、東武伊勢崎線、地下鉄日比谷線、千代田線、つくば

エクスプレス「北千住駅」東口から徒歩5分

℡：０３ｰ３８８２ｰ１１８７
FAX：０３ｰ３８７９ｰ０７３１

東京電機大

私たちの取り組み

総合労働

相談コーナー

事業者は、労働災害

等により労働者が死亡又は

休業した場合には、遅滞なく、労働

者死傷病報告等を労働基準監督署

長に提出しなければなりません。

労働者が労働災害により負傷した

場合などには、休業補償給付などの

労災保険給付の請求を労働基準監

督署長あて行ってください。(休業３日
までは、使用者が労働者に対し、休業補

償を行わなければならないことになって

います。）

日

暮

里

・

健康で安心して働ける職場をめざ

して、労働災害の防止、労働条件の

確保・改善に取り組んでいます。

また、業務上災害又は通勤災害に

より、労働者が負傷した場合等につ

いて、被災労働者などに対する保険

給付などを行っています。
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労災保険関係の主な報告・請求手続は以下の通りです。

その他については、労災課までお問い合わせください。

総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及

び産業医の選任は、その選任すべき事由が発生した

とき（それぞれの管理者は業種と労働者数により選

任義務が定まっています。なお、衛生管理者、産業医

は業種に関係なく労働者数50名以上）

当該工事開

始日の３０

日前まで

労働基準関係 安全衛生関係 労災保険関係
安全衛生関係の主な報告等は以下の通りです。その他に

ついては、安全衛生課までお問い合わせください。
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500

２４年 ２９年

参考:足立署版第12次労働災害防止計画(25～29年度）

１．死亡災害、死傷災害の着実な減少

２．労働者の健康確保対策の充実及び快適職場の

形成の促進(過労死･メンタル対策強化、腰痛等の減少）

29年度
目標値

死亡０

死傷480

届出(報告)が必要な場合 提出期限

建設物 機

械等 設置・

移転・変更届

（様式20号）

事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該

当する場合で、当該事業場に係る建設物若しくは機

械等を設置等する場合、又は足場、型わく支保工や

衛生設備等を設置等する場合

建設工事等

計画届

（様式21号）

高さ３１メートルを超える建築物等の建設等の仕事、

掘削の高さ又は深さが１０メートル以上である地山の

掘削作業等を行う場合

労働者が労働災害等により被災し、休業を伴う場

合は、所轄労働基準監督署長へ労働者死傷病報告

の提出が必要となります。

休業4日以上の場合は様式23号 、休業４日未満

の場合はこの様式24号にて四半期ごとすることとなり
ます。

当該工事開

始日の１４日

前まで

総括安全衛

生管理者・安

全管理者・衛

生管理者・産

業医選任報

告（様式3号）

選任すべき

事由が発

生した日か

ら14日以内

定期健康診

断結果報告

（様式6号）

定期健康診断を行ったとき（毎年定期に行う労働者

数50名以上の場合に報告の必要あり）
健診を行った

とき遅滞なく

有機溶剤健

康診断結果

報告（有機則

様式3号の2）

有機溶剤業務従事者が有機則に係る健康診断を

行ったとき（毎年半年以内ごとに行う必要あり）

健診を行っ

たとき遅滞

なく

様式・・労働安全衛生規則関係様式

様式23号
・・遅滞なく

様式24号
・・1～3月
分→4月末
（以下同様）

労働基準関係の主な報告・届出は以下の通りです。その他に

ついては、方面(労働基準関係部署)までお問い合わせください。

適用事業

報告

手続名 手続の概要

労働基準法の適用事業となったとき（業種を問わず、労働者

を使用するに至ったとき）報告が必要です。

時間外労

働・休日労

働に関する

協定届（各

事業場単位

による届出）

残業や休日労働を予定するとき、労働者の過半数で組織す

る労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による

協定を締結した場合には報告が必要です。

(届出により、当該協定の範囲で法定労働時間を延長し、又
は、休日に労働させることができる制度です。）

就業規則

（変更）届

常時１０人以上の労働者を使用する使用者が、就業規則を作

成(変更)したとき、届出が必要です。
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処理総数 賃金不払 解雇

足立署・申告受理件数の推移

労働保険

関係成立

届

書類名

労災保険・雇用保険の適用事業が開始さ

れたときなど

4933 5489 5646 6523 5830 6362
4655 5265

2412 3206 3734 3624
2439 2940 2234 2770

150 285 171 432 741 531 249 243
0
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足立署・労働相談件数の推移

名称・

所在地

変更届

事業の名称・所在地に変更があったとき、

又は事業の業種の変更があったときなど

保険関

係成立

後１０日

以内

変更後

１０日以

内

一括有期

事業開始

届

一括有期事業を開始したとき

翌月１

０日ま

で

労災指定病院等で治療を受けた場合、病

院等経由で所轄の労働基準監督署へ

遅滞な

く

労災指定病院等以外で治療を受けた場合、

所轄の労働基準監督署へ

その都

度（2年
以内）

休業［補

償］給付支

給請求書/

休業特別

支給金支

給申請書

労働災害による休業を4日以上する場合
において、休業［補償］給付、休業特別支給

金を請求するとき

その都

度（2年
以内）

傷病が治ゆして障害が残った場合

（障害等級1～14 級）

障害［補

償］給付支

給請求書

傷病治

ゆ後（5
年以

内）

○被災者が請求される場合の主な手続

※「申告」とは、労働者から労働基準監督機関に対して、労働基準関係法令に係る

違反事実の通告がなされることをいい、同通告を受けた労働基準監督機関は、事業

場への臨検等により違反事実の有無を確認し、違反事実が認められた場合には、事

業主にその是正を勧告し、改善させることにより労働者の救済を図ります。

業務災害（仕事によるもの）

通勤災害（通勤によるもの）

労災

保険
※労働災害に健康保険は使えません。

労働者死

傷病報告

（様式23・
24号）

様式名 期限手続の概要

療養［補

償］給付

たる療養

の給付請

求書


